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人吉市立東間小学校ＰＴＡ会則 

第１章 総則 

 （名称） 

第１条 本会は、人吉市立東間小学校ＰＴＡと称し、事務所を人吉市立東間小学校（以下「本校」とい

う。）に置く。 

 （目的） 

第２条 本会は、会員相互の理解と協力によって正常なる学校教育の運営に協力し、児童の健全なる育

成と福祉増進を図る。 

 （事業） 

第３条 本会は、前条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 学校教育及び学習指導への協力 

(2) 学校環境整備への協力 

(3) 児童の健康増進及び安全指導への協力 

(4) 児童の健全育成及び校外指導への協力 

(5) 会員相互の教養と研修 

(6) その他目的達成に必要認める事項 

 （方針） 

第４条 本会は、教育に関心を持つ各種協議会及び委員会と協力して、目的を達成することに努める。 

２ 本会は、営利を目的とせず、宗教にとらわれず、また、政党にも関係しない。 

３ 本会の名称及び役員の名前は、本会の正規の事業以外の目的のために用いてはならない。 

４ 本会は、学校行事の指導及び学校教育の方針を支配しない。 

 

第２章 会員及び会費 

 （会員） 

第５条 本会の会員は、次の会員をもって構成する。 

１ 正会員：本校に在籍する児童の保護者、及び教職員 

２ 準会員：本会の趣旨に賛同する者で、本会が適当と認めた者 

 （会員の権利義務） 

第６条 会員は、本会の目的達成のために協力しなければならない。 

２ 会員は、本会の目的、事業を達成するために動議を出し、討論議決する権利がある。 

３ 会員は、本会の役員等を選出又は推薦する権利及び義務がある。 

４ 会員は、総会で議決されたことを忠実につくす義務がある。 

５ 会員は、議決された方針を実行するため積極的に努力する義務がある。 

６ 会員は、相互に礼をつくし、権利を尊重し、会則を守る義務がある。 

７ 会員は、総会で決定した会費を納める義務がある。 

８ 会員は、総会において事業報告及び監査報告を受ける権利がある。 
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第３章 役員及び委員 

 （役員の種別） 

第７条 本会に次の役員を置く。 

(1)  会長      １人 

(2)  副会長    ３人 （1名は、人吉市ＰＴＡ連絡協議会役員を兼ねる） 

(3)  家庭教育部長  １人 （副会長が兼ねることができる） 

(4)  ふれあい部長 １人 （副会長が兼ねることができる） 

(5)  書記      ４人 （うち２人は本校職員） 

(6) 会計      ２人 （うち１人は本校職員） 

(7)  監事       ２人 

(8) 顧問     若干名 

 （委員の種別） 

第８条 本会に学年委員（各学年５人以内）を置く。 

２ 本会に次の専門委員を置く。 

(1)  広報委員    各学年２人 

(2)  保健環境委員  各学年２人 

(3)  家庭教育委員  各学年２人 

(4)  交通委員    各地区２人以内 

(5)  地区委員     各地区１人 

 （役員及び委員の選任） 

第９条 第７条第１号に掲げる役員は、会員の中から選考委員会が推挙し、総会において承認する。 

２ 第７条第２号から第７号に掲げる役員は、会員の中から選考委員会と前項で推挙される新会長候補

者が協議の上推挙し、総会において承認する。 

３ 第７条第８号は学校長が兼ねる。併せて、必要な場合は新会長候補が委嘱することができ、総会に

おいて承認する。 

４ 第８条第１項及び同条第２項第１号から第３号に掲げる委員は、学年ＰＴＡで選出する。 

５ 第８条第２項第４号及び第５号に掲げる専門委員は、地区ＰＴＡで選出する。 

６ 選考委員会が設置されなかった場合は、総会において選出し、承認する。 

（委員会の設置） 

第１０条 第８条第１項の学年委員は、各学年別の委員によって学年委員会を構成し、委員の互選によ

り委員長、副委員長及び書記各１人を選出する。 

２ 第８条第２項の専門委員は、それぞれの委員によって専門委員会を構成し、委員の互選により、委

員長、副委員長及び書記各１人を選出する。  
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 （役員の職務） 

第１１条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。また、学

校と協働し、学校ホームページ上に掲載するＰＴＡに関する情報の管理を行う。 

３ 家庭教育部長は、各種協議会（人吉市ＰＴＡ連絡協議会を含む）の家庭教育部会と本会の家庭教育

委員会との連絡協調にあたる。 

４ ふれあい部長は、会員相互の連携活動、教育諸活動（地域学校協働活動を含む）への協力及び学校

環境の整備等を掌る。 

５ 書記は、本会の運営上必要な一切の事務を掌る。 

６ 会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。 

７ 監事は、本会の会計を監査し、総会においてその結果を報告する。 

８ 顧問は、これまでの経験を踏まえて、会務に助言を行う。 

 （役員及び委員の任期） 

第１２条 第７条に掲げる役員の任期は１年とする。また、再任を妨げない。ただし、同条第 1 号(会

長)の再任は３期までとする。 

２ 役員及び委員の任期が完了しないうちに欠員が生じた場合は、速やかに役員会又は学年委員会若し

くは専門委員会によりその補員を決めるものとする。 

３ 補欠により選任された役員及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 役員及び委員は、任期を過ぎても後任者が決定しない場合は、その職務を遂行しなければならない。 

 

第４章 選考委員会 

 （選考委員会） 

第１３条 選考委員会は、該当年度の運営委員会の委員全員で構成し、第 7条第 1号(会長)の職以外の

委員の互選により委員長及び副委員長各 1名を選出する。 

２ 選考委員は、役員を選考している間に知り得た秘密を総会において承認されるまでは、関係者及び

関係機関以外に漏らしてはならない。 

３ 選考委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

４ 選考委員会は、会員の中から役員を推挙し、総会に報告しなければならない。 

５ 選考委員会は、総会において、役員が承認された場合に解散する。 

 

 第５章 会議 

 （会議） 

第１４条 本会の会議は、総会、臨時総会、運営委員会、役員会、学年委員会及び専門委員会とする。 

２ 会議は、原則対面による開催とする。ただし、オンライン会議又は書面議決に代えることができる。 

 

 （会議の構成） 

第１５条 総会及び臨時総会は、会員をもって構成する。 

２ 運営委員会は、役員、学年委員長、専門委員長及び学校長をもって構成する。 
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３ 役員会は、役員及び学校長をもって構成する。 

４ 学年委員会は、学年委員及び本校担当職員をもって構成する。 

５ 専門委員会は、専門委員及び本校担当職員をもって構成する。 

 （会議の機能） 

第１６条 総会および臨時総会は、次の事項のほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する最高議

決機関である。 

(1)  事業報告及び収支決算に関する事項 

(2)  事業計画及び収支予算に関する事項 

(3)  会費に関する事項 

(4)  役員の承認に関する事項 

(5)  会則の改正に関する事項 

(6)  その他必要な事項 

２ 運営委員会は、総会に次ぐ議決機関及び執行機関として、次の業務を行う。 

(1)  総会の議決事項の遂行に関すること 

(2)  総会に付議する議案の審議に関すること 

(3) 総会で審議するいとまがない緊急事項の処理に関すること 

(4) 本会の運営及び会則の施行に関すること 

(5) 委員会相互の連絡調整に関すること 

３ 役員会は、本会の執行機関として、次の業務を行う。 

(1)  総会及び運営委員会の議決事項の遂行に関すること 

(2)  運営委員会に付議する議案の審議に関すること 

(3)  運営委員会の議決を要しない会務の執行に関すること 

４ 学年委員会は、学年ＰＴＡの正常なる運営を図るとともに、学年独自の教育推進活動を行う。 

５ 専門委員会は、本会の専門機関として、次の業務を行う。 

(1)  広報委員会  本会の広報活動に関すること 

(2)  保健環境委員会 本会の保健体育及び教育環境の美化に関すること 

(3) 家庭教育委員会 児童の生活指導及び福祉活動に関すること また、家庭教育部長と連携し、各

種協議会（人吉市ＰＴＡ連絡協議会含む）の家庭教育事業に関すること 

(4) 交通委員会 児童の交通安全を図り、本校の諸行事における安全確保に関すること 

(5) 地区委員会 地区ＰＴＡの運営、児童の健全なる育成と校外生活指導、地区行事の推進、本会と

地区ＰＴＡ及び学校との連絡協調に関すること 

 

（会議の招集） 

第１７条 総会は、毎年１回会長が招集する。ただし、会長若しくは運営委員会が必要と認めたとき、

又は会員の４分の１以上から請求があったときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。 

２ 運営委員会及び役員会は、必要に応じ会長がこれを招集する。ただし、構成員の４分の１以上から

請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。 
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３ 学年委員会及び専門委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

 （会議の議長） 

第１８条 総会及び臨時総会の議長は、出席した会員の中から選出する。 

２ 運営委員会及び役員会の議長は、副会長があたる。ただし、副会長が出席できない場合は、書記が

あたるものとする。 

３ 学年委員会及び専門委員会の議長は、委員長があたる。 

 （会議の成立） 

第１９条 総会及び臨時総会は、会員の４分の１以上の出席によって成立する。ただし、出席できない

会員は、出席する会員に議決権を委任することにより、その会員は、出席したものとみなすことがで

きる。なお、書面議決の場合は、予め示した方法により、出席したものとみなすことができる。  

２ 運営委員会、役員会、学年委員会及び専門委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。 

 （会議の議決） 

第２０条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。 

２ 書面による議決は、予め示した方法により可否の判断ができる場合、可として確認された書面の過

半数をもって決し、可否同数の場合は、運営委員会にて協議し、決する。 

  

第６章 資産及び会計 

 （資産の構成） 

第２１条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1)  会費 

(2) 寄付金 

(3) 補助金 

(4)  基金 

(5) その他の収入 

 （経費の支弁） 

第２２条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 

 （会計年度） 

第２３条 本会の会計年度は、毎年４月１日から始まり、翌年３月３１日に終わる。 

２ 会計年度に属する出納は、４月末日をもって閉鎖する。 

 （基金の設置） 

第２４条 本会の健全な運営を図ることを目的に人吉市立東間小学校ＰＴＡ活動基金を設置すること

ができる。 

２ 基金の運営については、別に規則で定めるものとする。 
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 （事業計画及び予算） 

第２５条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を経て定めなければならない。これ

を変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、総会にお

いて予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。 

 （事業報告及び決算） 

第２６条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書及び会計決算報告書として作成し、監事の監

査を受け、毎会計年度終了後３か月以内に総会の承認を受けなければならない。 

 

第７章 特別委員会 

 （特別委員会の設置） 

第２７条 本会は、総会又は運営委員会の議決によって、特別委員会を設けることができる。 

２ 特別委員会の委員は、会長が委嘱する。 

３ 特別委員会は、その付託された事項の経過及び結果を総会又は運営委員会に報告し、委任された職

務を完遂したときに解散する。 

 

第８章 会則の変更及び解散 

 （会則の変更） 

第２８条 この会則は、総会において出席した会員の４分の３以上の同意を得ることができれば、変更

することができる。但し、総会での承認が難しい場合には、ＰＴＡ会長と学校長が合意している場合

により、運営委員会において出席した会員の４分の３以上の同意を得ることができれば、変更するこ

とができる。 

 （本会の解散） 

第２９条 本会を解散しようとするときは、総会において出席した会員の４分の３以上の同意を得なけ

れば、解散することはできない。 

２ 本会の残余財産は、継承する団体に帰属する。ただし、継承する団体が不存在の場合は、人吉市教

育委員会に帰属するものとする。 

 

第９章 雑則 

 （弔事） 

第３０条 本会の児童又は会員に弔事が発生した場合には、次の各号により弔意を示す。 

(1)  児童の死亡 香典１０，０００円を贈る 

(2)  会員の死亡 香典１０，０００円を贈る 

(3)  本校職員の配偶者、父母及び子の死亡 香典５，０００円を贈る 

(4)  その他、特別な事由が生じた場合は、会長と学校長が協議のうえ決定する。 

 （表彰） 

第３１条 本会の運営活動に貢献した会員は、別に定める規程に基づき表彰する。 
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 （委任）          

第３２条 この会則の施行に関し必要な事項は、運営委員会で協議し、会長が別に定める。 

 附 則 

１ 昭和６０年５月１１日から施行の会則並びに人吉市立東間小学校ＰＴＡ活動の基金に関する規則

（昭和６０年５月１１日施行）及び人吉市立東間小学校ＰＴＡ表彰規程（平成３年２月１３日施行）

は、全廃する。 

２ この会則は、平成２７年４月２４日から施行する。ただし、第２３条の規定は、従前の会則に基づ

く会計を引き継ぐものとする。 

３ この会則は、平成２９年４月２１日から施行する。 

４ この会則は、平成３０年４月２０日から施行する。 

５ この会則は、令和２年５月２２日から施行する。 

６ この会則は、令和４年４月２２日から施行する。 

７ この会則は、令和５年４月１日から施行する。 

８ この会則は、令和７年２月１２日から施行する。 


